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（３）景観計画において届出を要しない行為 
 

●地下に設ける建築物の建築等又は工作物の建設等 

 

●仮設の工作物の建設等 

 

●次に掲げる木竹の伐採 

①木竹の保育のために通常行う除伐、間伐、整枝 

②枯損又は危険な木竹の伐採 

③自家の生活の用の木竹の伐採 

④仮植した木竹の伐採 

⑤測量、実地調査又は施設の保守のための木竹の伐採 

 

●文化財保護法の同意行為、許可行為 

 

●屋外広告物条例に適合する屋外広告物の表示、物件の設置 

 

●農林漁業を営む行為 

①農林漁業を営むために行う土地の形質の変更 

②農林漁業を営むために行う森林の皆伐 

 

 
  


